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1.
 

はじめに


 

宇宙ステーション補給機（HTV）の打上げ及び再突入に係
 る安全評価については、平成17年10月の宇宙開発委員会
 において、以下の指針及び基準により調査審議されること
 となった。

• 「ロケットによる人工衛星等の打上げに係る安全評価基準」
 (平成16年12月)


 

今回、HTV技術実証機の再突入に関する各種安全評価結
 果の妥当性確認が完了したため報告する。


 

なお、打上げ時の安全評価についてはH-IIBロケットの飛
 行安全計画及び地上安全計画に含めて報告される。
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2.
 

HTV技術実証機の主要諸元（1/3）

共通結合機構
（ＰＣＢＭ）

与圧キャリア

非与圧キャリア

電気モジュール

曝露パレット

推進モジュール
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2.
 

HTV技術実証機の主要諸元（2/3）

項目 HTV技術実証機の諸元

名称 宇宙ステーション補給機（ＨＴＶ）技術実証機

形状・

 
寸法

ＩＳＳとの結合のため短面に共通結合機構（ＰＣＢＭ）を有し、側面に曝露パレット取り出しのため大開口部を有する円柱形

高さ約9.4ｍ

 

×

 

直径約4.4ｍ

（非与圧開口部：2.5m×2.96ｍ）

システ

 
ム構成



 

与圧キャリア

与圧維持機能、空調機能、熱制御機能、ＩＳＳからの電力伝送機能、通信データ処理機能、補給作業支援機能を有する。

主な搭載カーゴについては次ページに示す。一部カーゴは打上げ８０時間前までのレイトアクセス時に搭載する。



 

非与圧キャリア

非与圧カーゴを搭載した曝露パレットの搭載、引出し、挿入に必要な空間と機能を有する。曝露パレットへの電力供給機能、

再挿入時のビデオ監視機能、並びに航法灯を有する。



 

電気モジュール

航法誘導制御系、通信系、データ処理系、電力系、太陽電池パネル系、熱制御系、構造系、計装系から構成される。

初期軌道投入後、航法誘導制御系はＩＳＳへの接近に必要な推進系の駆動信号を生成する。

通信系、データ処理系はＴＤＲＳ経由もしくはＩＳＳ経由のコマンド信号を受信して各部へ配信し、テレメトリ信号の送信を行う。

電力系は太陽電池、二次電池、一次電池及びＩＳＳからの電力を各機器へ供給する。

キャリア監視制御・推進系監視制御機能を有する。



 

推進モジュール

推進薬

 

燃料

 

：

 

ＭＭＨ

 

最大搭載

 

918kg

酸化剤：

 

ＭＯＮ３

 

最大搭載

 

1514kg

メインスラスタ

 

４基

 

500N

 

ミニマムパルス200msec

ＲＣＳスラスタ

 

２８基

 

120N

 

ミニマムパルス30msec

加圧ガス：

 

GHe



 

曝露パレットＩ(PFM)型

搭載カーゴは次ページによる。
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2.
 

HTV技術実証機の主要諸元（3/3）

項 目 HTV技術実証機の諸元

 

（続き）

宇宙ステーション

軌道

軌道高度

 

：350km～460km

軌道傾斜角

 

：51.6度

周期

 

：約90分

質量
打上げ時全備質量

 

：最大16.5トン

補給カーゴ質量

 

：最大4.5トン

ミッション時間

係留まで

 

約7日

係留期間

 

約30日

再突入

 

約6時間

ロンチウィンドウ ウィンドウ幅を設定しない。設定時刻に打上げる。

搭載カーゴ

（非与圧）

超伝導サブミリ波リム放射サウンダ（ＳＭＩＬＥＳ）

○ＳＭＩＬＥＳはきぼう船外実験プラットフォームへ取り付けられ、以下の実験を行う。

・超伝導デバイス（サブミリ波ＳＩＳミクサ）の宇宙実証

・機械式4K冷凍機の宇宙実証

・サブミリ波観測技術の宇宙実証

・成層圏微量分子のグローバルな分布計測

ＨＲＥＰ（ＨＩＣＯ／ＲＡＩＤＳ－Experiment

 

Payloads）

○きぼう船外実験プラットフォームに取り付けられるNASAの曝露実験装置。大気圏観測、電離層観測、海洋観

 
測などを行う。

搭載カーゴ（与圧）

カーゴ移送バック（ＣＴＢ）／ＨＴＶ補給ラック（ＨＲＲ）

○ＣＴＢは直方体のソフトバッグであり、内部に衣類、食料、日用品、消耗品などの貨物を収納する。

○ＨＲＲはＣＴＢを収容して与圧キャリアへ搭載される。
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3.
 

評価基準に対する適合性評価結果（1/3）

項番 基準内容（必要部抜粋） 適合性評価結果

Ⅰ 目的・適用 －

Ⅱ 保安及び防御対策 N/A

Ⅲ 地上安全対策 N/A

Ⅳ 飛行安全対策
ロケットによる人工衛星等の打上げに伴い発生する落下物等及びロケット

 
の飛行、及び再突入機の再突入飛行に対する安全対策、並びに航空機及

 
び船舶の安全確保について、以下に示すとおり、適切な方策を講じること

 
が必要である。

以下に示す通り、適切な方策を講じている。

１

 

打上げ時の落下物等に対する安全対策 N/A

２

 

打上げ時の状態監視、飛行中断等の安全対策 N/A

３

 

再突入機の再突入飛行の安全対策
再突入飛行に関しては、以下に示す適切な方策を講じることにより、安全

 
を確保すること。
（

 

１

 

）

 

正常飛行時の再突入着地予想区域の設定
正常飛行時の着地予想区域は以下のいずれかを満たすこと。
①

 

陸地及びその周辺海域にないこと
②

 

陸地及びその周辺海域に設定する場合には、当該国の了解を得ること

HTV技術実証機の着水予想区域は他国の

 
排他的経済水域外（公海上）に設定した安

 
全区域内としており①を満足している。
【本資料4.3項】

（

 

２

 

）

 

飛行経路の設定
再突入飛行中の再突入機に不具合が発生したことによる着地点分散域に

 
ついては、人口稠密地域から可能な限り離れて通過するよう飛行経路を設

 
定すること。

HTV技術実証機の軌道離脱マヌーバに異

 
常が生じた場合でも極力人口稠密地域を避

 
けるよう、陸域から離れた公海上に着水す

 
る経路としている。【本資料4.3項】

表1

 

「ロケットによる人工衛星等の打上げに係る安全評価基準」に対する適合性評価結果（1/3）
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3.
 

評価基準に対する適合性評価結果（2/3）

項番 基準内容（必要部抜粋） 適合性評価結果

（

 

３

 

）

 

再突入飛行の可否判断の実施
再突入飛行に際しては、次の情報等により再突入飛行の実施の可

 
否を判断すること。
①

 

軌道、位置、姿勢

 

／

 

②

 

姿勢制御系機能

 

／

 

③

 

推進系機能

HTV技術実証機の左記基準に規定された各種テレ

 
メトリに係る通信機能の検証は完了しており、これ

 
らのデータから再突入飛行の実施の判断が適切に

 
行われることが可能である。
【本資料4.2項】

４

 

航空機及び船舶に対する事前通報
ロケット打上げ及び再突入機の再突入飛行に際して、航空機及び

 
船舶の航行の安全を確保するため、打上げ前及び再突入飛行前の

 
適切な時期に必要な情報が的確に通報されるよう措置すること。

HTV技術実証機の再突入に関し、国内及び関係国

 
の関係機関に対し、航空機及び船舶の安全確保に

 
必要な情報を適切な時期に通知することとしている。

 
【本資料4.4項】

５

 

軌道上デブリの発生の抑制 HTV技術実証機には衛星の展開部品に相当する

 
部品は無く、破片の放出も無い。

Ⅴ 安全管理体制
地上安全対策、飛行安全対策を確実に遂行するため、以下のとお

 
り、適切な体制が整備されていること。
なお、機構が委託に応じてロケットの打上げ及び再突入機の再突

 
入に係る業務を行うときは、委託者及びその関係者が実施する作

 
業並びに機構との責任分担を明確にするとともに、機構において委

 
託者及びその関係者を含めた安全管理体制を確立すること。

以下に示す通り、適切な体制が整備されている。な

 
お、HTV技術実証機の再突入に関し、機構への委

 
託者は無い。

１

 

安全組織及び業務
専ら安全確保に責任を有する組織を整備し、これが緊密な通信手

 
段により有機的に機能するように措置すること。
また、安全上のあらゆる問題点について、打上げ及び再突入飛行

 
の責任者まで報告される体制を確立すること。

HTVの運用体制において安全確保に責任を有する

 
組織が設置されており、また本体制は安全上のあ

 
らゆる問題点について責任者まで報告される仕組

 
みとなっている。
再突入運用についても、この枠組みの中で実施す

 
る計画としている。【本資料5.1項】

表1

 

「ロケットによる人工衛星等の打上げに係る安全評価基準」に対する適合性評価結果（2/3）
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3.
 

評価基準に対する適合性評価結果（3/3）

項番 基準内容（必要部抜粋） 適合性評価結果

２

 

安全教育訓練の実施
ロケットの打上げ及び再突入機の再突入飛行作業に携わる者への安全教

 
育・訓練を実施するとともに、安全確保に係る事項の周知徹底を図ること。

HTVの運用管制については、ISSへの接近

 
及び離脱運用も含めて各種故障を模擬した

 
運用シミュレーション訓練を実施している。

 
運用シミュレーションにはJAXAの運用管制

 
班の他、必要に応じてNASAの運用チームも

 
参加し、運用時の情報伝達、指揮系統の確

 
認の他、異常時の対応も含めた総合的な訓

 
練を実施している。
また、安全確保に係る事項についてはフライ

 
トルール等により明文化され周知徹底されて

 
いる。【本資料5.2項】

３

 

緊急事態への対応
打上げ作業期間中に事故が発生した場合等の緊急事態等に的確に即応

 
するための体制を確立すること。

緊急事態への即応については通常の運用

 
体制で対応可能である。また、事故発生時

 
の体制は既に確立している。
【本資料5.1項／5.3項】

Ⅵ その他安全対策実施に当たっての留意事項
個々のロケットの打上げ及び再突入機の再突入飛行に係る安全対策実施

 
に当たっては、関係法令を遵守する他、手順書等に基づき安全を確認しつ

 
つ実施するとともに、過去におけるロケットの打上げ及び再突入機の再突

 
入の経験等と打上げ及び再突入に関する最新の技術的知見を十分に踏

 
まえて必要な措置をとり、安全確保のため万全を期すること。

HTV技術実証機の再突入に当たっては、関

 
係法令を順守すると共に予め手順書で規定

 
した手順に沿って安全を確認しつつ実施す

 
ることとしている。また、冗長化等について

 
ISSの知見も踏まえ安全確保に万全を期して

 
いる。【本資料6項】

表1

 

「ロケットによる人工衛星等の打上げに係る安全評価基準」に対する適合性評価結果（3/3）



4.
 

HTV技術実証機の再突入計画
 4.1

 
再突入までの運用計画（1/2）

再突入安全管制区間

HTV技術実証機の再突入の際は、ISSからの軌道離脱待機後２回の軌道離

 脱準備マヌーバを経て再突入の安全管制に移行する。安全管制区間では、

 それまで実施していたテレメトリデータ等による監視に追加して、HTV再突入

 安全監視設備（ROE）によるリアルタイムの軌道監視を行う。

9再突入

離脱

（南緯40deg,

 

高度120km）
軌道離脱準備軌道

 

#2



4.
 

HTV技術実証機の再突入計画
 4.1

 
再突入までの運用計画（2/2）

10

イベント
打上げ後
経過時間

周回数 中継衛星

①打上げ 0分 0 －
②HTV分離/ TDRS初期捕捉 約16分 0 TDRS-W
③2軸姿勢確立 約56分 0 TDRS-E
④3軸姿勢確立 約01時間26分 1 TDRS-Z
⑤初期高度調整マヌーバ(PM1) 約07時間33分 5 TDRS-E/Z
⑥第1回高度調整マヌーバ(HAM1) 3日21時間55分 64 TDRS-Z
⑦第2回高度調整マヌーバ(HAM0) 5日06時間10分 85 TDRS-Z
⑧第3回高度調整マヌーバ(HAM2) 5日05時間56分 87 TDRS-Z
⑨ISS後方保持点(AI)到着(T1) 5日06時間42分 88 TDRS-W
⑩SSRMS（ISSロボットアーム）把持 5日16時間17分 93 TDRS-W
⑪ISS結合 5日21時間17分 - －
⑫ISS離脱 36日17時間17分 0 －

⑬軌道離脱準備マヌーバ＃１(DOM1) 37日03時間41分 8 TDRS-W

⑭軌道離脱準備マヌーバ＃２(DOM2) 37日05時間12分 9 TDRS-W
⑮再突入マヌーバ(DOM3) 37日09時間40分 12 TDRS-Z
⑯再突入インタフェース点(高度120km) 37日10時間09分 12 －

ＨＴＶ技術実証機の打上げからＩＳＳへの飛行・係留・離脱及び再突入までの運用計画

 を以下に示す。

※上記時間は、今後ISS軌道の変更により前後する。
※③～⑭の中継衛星については、変更の可能性がある。

再突入

 フェーズ
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4.
 

HTV技術実証機の再突入計画
 4.2

 
再突入の実施条件

HTVの再突入飛行に際しては、以下の条件を考慮して可否判断を行う。

①

 
再突入マヌーバ前に、飛行位置及び姿勢の妥当性が確認できること。

・

 
計画した軌道に沿って飛行を続けていること。

・

 
マヌーバ前姿勢が確立できたこと。

②

 
航法誘導制御系（GNC、姿勢制御機器）が動作・制御できていること。

③

 
推進系（推力及び再突入時に使用する機器等）の状態が再突入運用を

 達成するに足ると判断できること。

その他、上記①～③に関連した機能が最低限維持できていること。

GNC：Guidance Navigation and Control



12

・

 
HTVの再突入経路は最終的にISSから離脱する際の条件（機体質量、推力

 及び離脱時のISS高度等）を踏まえて確定する。
・

 
飛行経路が西寄りとなった場合でも大気圏（高度100kmと想定）に進入した

 段階で海上となるように計画している。

東寄りの
軌道の場合

西寄りの
軌道の場合

安全区域
（南緯45～55度/東経190.5～278.5度）

再突入I/F点：南緯40度／高度120km

再突入マヌーバ開始

再突入マヌーバ終了

4.
 

HTV技術実証機の再突入計画
 4.3

 
再突入の飛行経路と着水予想区域

経度で約50度程度

 の自由度を確保

大気圏（高度100km）に達するポイン

 ト

分散を考慮した

 着水予想区域
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【航空機】
• 4.3項に示した安全区域は日本の国土交通省が所管する領

 域外であるため、ノータムの通知及び調整は直接影響国（ニ
 ュージーランド及びチリ）の関係機関に行う予定としている。

【船舶】
• 海上保安庁が行う日本航行警報及び水路通報のため、必要

 な情報を所定の手続きに従って海上保安庁に通知する予定
 としている。

• 4.3項で示した安全区域はチリとニュージーランド当局の所管
 であるため、両国関係当局が実施するNAVAREA航行警報（
 インマルサットによる情報配信）のために、5日以上前に両国
 当局に情報通知を行う予定としている。

4.
 

HTV技術実証機の再突入計画
 4.4

 
航空機及び船舶に対する通報
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運用管制実施責任者
理事

 

白木

 

邦明

企画管理主任
事業推進部長

上野

 

精一

ＨＴＶ運用主任
HTVﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ

虎野

 

吉彦

安全ﾐｯｼｮﾝ保証主任
有人ｼｽﾃﾑ安全･ﾐｯｼｮﾝ保証室長

小沢

 

正幸

同

 

実施責任者代理
執行役

 

長谷川

 

義幸

計画管理班

運用管制班
（詳細は次ページによる）

技術支援班

ネットワーク班

企画班

広報班

S&MA班

情報連絡班

渉外班

5.
 

安全管理体制
 5.1

 
組織及び業務（1/2）

実施責任者を長とした主任会議を

 適宜実施し、運用状態の監視及び

 必要に応じて課題事項等の審議/

 意思決定等を行う。

ＨＴＶ射場主任
HTVﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ

（兼）虎野

 

吉彦

（打上げまで）

HTV射場班

カーゴインテ班

ＨＴＶ技術実証機

 
運用管制体制
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5.
 

安全管理体制
 5.1

 
組織及び業務（2/2）

運用管制班の組織

• 運用管制要員になるためには、各ポジションでの役割に応じた所

 定の訓練及び試験等をクリアし、認定を受ける必要がある。

• 認定には、HTVや地上システムに関する知識だけでなく、担当する

 システムがインタフェースするＩＳＳシステム等に係る幅広い知識、

 また英語も含むコミュニケーション能力等が要求される。
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5.
 

安全管理体制
 5.2

 
安全教育訓練の実施状況

• HTVの運用管制については、ISSへの接近及び離脱運用も含めて

 各種故障を模擬した運用シミュレーション訓練を実施している。

• 運用シミュレーションには5.1項で示されるJAXAの運用管制班の

 他、必要に応じてNASAの運用チームも参加し、運用時の情報伝

 達、指揮系統の確認の他、異常時の対応も含めた総合的な訓練

 を実施している。

＜これまでの訓練実績＞

飛行訓練：国内訓練33回、日米合同訓練37回。計70回

係留訓練（参考）：国内訓練18回、日米合同訓練7回。計25回

• ISSへの接近、離脱及び再突入いずれ運用においても飛行訓練

 の内容自体に大きな差異は無く、全ての飛行訓練が再突入運用

 の訓練としても有効である。また、再突入フェーズに特化した追加

 訓練も含め今後も飛行訓練を継続する予定である。
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5.
 

安全管理体制
 5.3

 
緊急事態への対応

【本部】
• 本部長：理事長

 

立川敬二
• 統括責任者（本部長代理）
• 本部長付

事故対策本部体制

【事務局】

【対外対応チーム】

対外対応班

【調査検討チーム】

情報連絡班

事故調査班

現地対応班

関係省庁
国会関係者
国際関係者
プレス

 

等

事故に至らない一般的な緊急事態への対応は、

 
実施責任者を長とした通常の運用組織で行う。
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6.
 

その他安全対策実施に当たっての留意事項

HTV技術実証機の再突入の安全対策実施に当たっては、以下を留意する。

法令、条約等の遵守

再突入実施にあたっては以下の基準、条約等を遵守する。

宇宙開発委員会基準

 ロケットによる人工衛星等の打上げに係る安全評価基準



 
宇宙条約第７条

 他の当事国、その自然人、法人に与える損害についての国際的責任



 
宇宙損害責任条約第２条

 打上げ国は、自国の宇宙物体が地表において引き起こした損害又は飛行中の航

 空機に与えた損害の賠償につき無過失責任を負う

手順書に基づく再突入の実施

再突入の実施に必要な手順については、その内容を予め手順書化し、5.2項で示し

 た訓練等で十分な確認を行う。

経験及び最新の知見に基づく措置

再突入に必要な機能については冗長性を有する等、ISSに関する知見も踏まえ安全

 確保のために万全を期して

 
いる。
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